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提出書類作成要領及び様式集（Word）（新旧対照表） 

ページ 現行（令和7年４月１４日） 改訂（令和7年５月２３日） 備考 

2、3ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：返信用封筒は、表に申請者（代表企業）の名称、住所及び担当者名を記載し、簡易

書留料金分を加えた切手（返信書類はA4 1枚）を貼った長3号封筒とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：共同企業体協定書を参加資格審査に関する書類の提出期限までに提出できない場合

は、入札提出書類提出期限までに提出すること。また、その場合、参加資格審査に関

する書類として、「入札参加グループ構成表及び役割分担表（様式Ⅰ-８）」の役割の

欄に、一部の業務（内容を記載）については、●●（他構成員名）と共同企業体を結

成することを付記すること。さらに、添付資料として、事業者構成図（JVの枠組みが

わかるもの）を添付すること。 

※2：返信用封筒は、表に申請者（代表企業）の名称、住所及び担当者名を記載し、簡易書

留料金分を加えた切手（返信書類はA4 1枚）を貼った長3号封筒とする。 

 

 

 

 

 

 

表の修正 

文言の追加 
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ページ 現行（令和7年４月１４日） 改訂（令和7年５月２３日） 備考 

10ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１  役割の欄には、応募者における各企業の役割（本事業における役割）を簡潔に示

すこと。 

２  該当する企業がない場合は記載しないこと。また、記入欄が不足する場合、複製

して記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１  役割の欄には、応募者における各企業の役割（本事業における役割）を簡潔に示

すこと。 

２  該当する企業がない場合は記載しないこと。また、記入欄が不足する場合、複製

して記載すること。 

３  共同企業体協定書を参加資格審査に関する書類の提出期限までに提出できない場

合は、入札提出書類提出期限までに提出すること。また、その場合、参加資格審査に

関する書類として、「入札参加グループ構成表及び役割分担表（様式Ⅰ-８）」の役

割の欄に、一部の業務（内容を記載）については、●●（他構成員名）と共同企業体

を結成することを付記すること。さらに、添付資料として、事業者構成図（JVの枠組

みがわかるもの）を添付すること。 
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ページ 現行（令和7年４月１４日） 改訂（令和7年５月２３日） 備考 

111ページ 記入上の留意点 

※1 必要に応じて行を追加して記入すること。 

※2 上表において金額を計上できる市内業者とは、長崎市内に本店を有する者（発注

者が個人事業主の場合は、代表者が長崎市内に住民登録をしている者。）をい

う。認定市内業者とは、地元企業のうちの地域区分が認定市内に登録されている

者をいう。 

※3 市内業者への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次

下請（地元）→二次下請（地元）の場合は、一次下請への発注額のみを計上でき

るものとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。 

※4 資材等調達を含む工事発注の場合、同一企業への発注額を①及び②の両方に計上

しないこと（ダブル計上は不可）。 

※5 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。 

※6 提案時点からの各市内企業への発注予定額の変更は認めるが、提案時点の各地域

貢献の内容に対する地域経済への貢献金額の小計を下回らないようにすること。 

※7    ③については固定費i、固定費ii、固定費iii、変動費、の区分がわかるように記

載すること。 

※8 地元雇用とは、本市に在住し、本市の住民票を有する者をいう。また、原則とし

て、運転維持管理業務開始の1年以上前から長崎市又は長与町内に居住している

ものとする。 

※9 賃金（平均年収）は、社会保険料、法定福利費等を除いた金額をいれること。 

※10 入札価格に占める割合の算出にあたっては、市内業者又は認定市内業者に係る貢

献金額の内訳として地元雇用に係る貢献金額が含まれる場合、２重計上は行わな

いこと。 

 

 

記入上の留意点 

※1 必要に応じて行を追加して記入すること。 

※2 上表において金額を計上できる市内業者とは、長崎市内に本店を有する者（発注

者が個人事業主の場合は、代表者が長崎市内に住民登録をしている者。）をい

う。認定市内業者とは、地元企業のうちの地域区分が認定市内に登録されている

者をいう。 

※3 市内業者への発注額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次

下請（地元）→二次下請（地元）の場合は、一次下請への発注額のみを計上でき

るものとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。 

※4 資材等調達を含む工事発注の場合、同一企業への発注額を①及び②の両方に計上

しないこと（ダブル計上は不可）。 

※5 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。 

※6 提案時点からの各市内企業への発注予定額の変更は認めるが、提案時点の各地域

貢献の内容に対する地域経済への貢献金額の小計を下回らないようにすること。 

※7    ③については固定費i、固定費ii、固定費iii、変動費、の区分がわかるように記

載すること。 

※8   地元雇用とは、本市町に在住し、本市町の住民票を有する者をいう。また、原則

として、運転維持管理業務開始の1年以上前から長崎市又は長与町内に居住して

いるものとする。 

※9 賃金（平均年収）は、社会保険料、法定福利費等を除いた金額をいれること。 

※10 入札価格に占める割合の算出にあたっては、市内業者又は認定市内業者に係る貢

献金額の内訳として地元雇用に係る貢献金額が含まれる場合、２重計上は行わな

いこと。 
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提出書類作成要領及び様式集（Excel）（新旧対照表） 

ページ 現行（令和7年４月１４日） 改訂（令和7年５月23日） 備考 

様式Ⅳ-15-8 ２．地元雇用に係る貢献金額 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

※1 必要に応じて行を追加して記入すること 

※2 地元雇用とは、本市に在住し、本市の住民票を有する者をいう。また、原則と

して、運転維持管理業務開始の1年以上前から長崎市又は長与町内に居住して

いるものとする。 

※3 賃金（平均年収）は、社会保険料、法定福利費等を除いた金額をいれること。 

※4 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。 

２．地元雇用に係る貢献金額 

    ・ 

    ・ 

    ・ 

※1 必要に応じて行を追加して記入すること 

※2 地元雇用とは、本市町に在住し、本市町の住民票を有する者をいう。また、原則と

して、運転維持管理業務開始の1年以上前から長崎市又は長与町内に居住しているも

のとする。 

※3 賃金（平均年収）は、社会保険料、法定福利費等を除いた金額をいれること。 

※4 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。 

文言の修正 

 

 

  


